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土地・建物の無償貸付等の見直しに係る取扱基準
行政財産の目的外使用許可に係る使用料の減免及び普通財産の貸付料の無償貸付又は減額貸付の見直し
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１．はじめに
土地・建物の無償貸付等については、令和 4年 6月に策定した「川西市補助金等の見直しに関す

る方針」（以下「方針」という。）において、「市が保有する財産の貸付け等を、行政財産使用料徴収
条例及び財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例に基づき、行政財産又は普通財産の減免・無償
貸付を行っているもの（以下「無償貸付等」という。） 」と定義している。
また、方針では、無償貸付等は公益的な活動に対する支援として補助金と同様の性格を有するこ

とから、課題の整理とあり方についての検討を進めるとしてきた。
こうしたことから、検討を進めてきた見直しの具体的な内容について、明確化していく。

２．基準策定の目的
無償貸付等については、行政財産使用料徴収条例及び財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条

例に定められているが、その対象者や使用目的が必ずしも明確ではなかった。
そのため、条例に規定する対象者の「その他公共団体」「公共的団体、公益団体」及び使用目的の

「公用」「公共用」「公益事業」などを明らかにしたうえで、類似内容による減免率に差が生じないよ
う全庁的な整合を図り、より公平な運用をめざすため、無償貸付等の適用に関しての統一的な基準
を作成する。

３．基本的な考え方
無償貸付等は、補助金と同様の経済的支援としての性格を有することから、透明性を確保すると

ともに、受益と負担の公平性を確保し、特例的な措置として限定的な運用とする。

４．基準の適用範囲
（１）行政財産使用料徴収条例第 5条
（２）財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第 4条第 1項第 1号

（参考）行政財産の目的外使用許可に係る使用料の減免の場合
行政財産使用料徴収条例
(使用料の減免)
第 5条 土地又は建物の使用目的が、次の各号の一に該当するときは、使用料を減額し又は免除

することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用する

とき。
(2) 公共的団体又は公益団体がその事業の用に供するため使用するとき。
(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

（参考）普通財産の貸付料の無償貸付又は減額貸付の場合
財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
(普通財産の無償貸付又は減額貸付)
第 4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸

付けることができる。
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(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事
業の用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が当該財産を使用の目的に

供し難いと認めるとき。
(3) 災害その他の緊急事態の発生に際し、短期間その罹災者等に使用させる場合、市の建設工

事の施行に伴い関係者に使用させる場合及び職員にその福利厚生のため使用させる場合において、
市長が特に必要があると認めるとき。

5．対象者と使用目的の整理と減免率の上限設定（別表 1及び別表 2 のとおり）
行政財産使用料徴収条例第 5条第 1項第 1号及び第 2号並びに、財産の交換、譲与、無償貸付等

に関する条例第 4条第 1項第 1号に規定する具体的な対象者と使用目的を整理する。
また、対象者と使用目的を整理した区分に応じて、減免率の上限もあわせて設定する。
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別
表
1 

条
例
に
規
定
す
る
対
象
者
と
使
用
目
的
の
整
理
表

対
象
者

使
用
目
的

第
1号

「
国
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体

そ
の
他
公
共
団
体
に
お
い
て
、

公
用
又
は
公
共
用
に
供
す
る
た

め
使
用
す
る
と
き
。
」

第
2号

「
公
共
的
団
体
又
は
公
益
団
体

が
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
た

め
使
用
す
る
と
き
。
」

財
産
の
交
換
、
譲
与
、
無
償
貸

付
等
に
関
す
る
条
例

第
4条

第
1項

第
1号

「
他
の
地
方
公
共
団
体
そ
の
他

公
共
団
体
又
は
公
共
的
団
体
に

お
い
て
公
用
若
し
く
は
公
共
用

又
は
公
益
事
業
の
用
に
供
す
る

と
き
。
」

条
例

行
政
財
産
使
用
料
徴
収
条
例

第
5条

第
1項

【
そ
の
他
公
共
団
体
】

法
人
税
法
別
表
第
１
（
公
共
法
人
）
に
掲
げ
る
法
人

（
例
）
国
立
大
学
法
人
、
土
地
区
画
整
理
組
合
な
ど

【
公
共
的
団
体
、
公
益
団
体
】

①
地
縁
に
よ
る
団
体
（
自
治
会
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織
）

②
川
西
市
出
資
法
人
等
の
経
営
へ
の
関
与
を
定
め
る
条
例
第
２
条
で
定
め
る
市

の
出
資
法
人
又
は
川
西
市
の
外
郭
団
体

※
た
だ
し
、
株
式
会
社
を
除
く
。

③
法
人
税
法
別
表
第
２
（
公
益
法
人
等
）
に
掲
げ
る
法
人

※
た
だ
し
、
宗
教
法
人
を
除
く
。

（
例
）
学
校
法
人
、
社
会
福
祉
法
人
な
ど

④
特
定
非
営
利
活
動
法
人
（
NP
O法

人
）

⑤
法
令
で
地
方
公
共
団
体
の
支
援
が
定
め
ら
れ
て
い
る
法
人
な
ど
 

（
例
）
日
本
赤
十
字
社

⑥
そ
の
他
、
法
令
で
設
置
が
規
定
さ
れ
て
い
る
協
議
会
等
や
、
人
格
の
な
い
社

団
等
で
③
に
準
ず
る
活
動
を
行
っ
て
い
る
と
市
長
が
認
め
る
団
体
な
ど

（
例
）
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
、
障
が
い
者
団
体
な
ど

【
公
用
】

公
の
事
務
、
事
業
な
ど
の
用
に
供
す
る
も
の

【
公
共
用
】

公
園
や
広
場
な
ど
、
広
く
一
般
の
利
用
に
供
す
る
も
の

（
広
場
、
自
治
会
館
な
ど
）

【
公
益
事
業
】

①
「
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に

関
す
る
法
律
」
に
規
定
す
る
公
益
目
的
事
業
（
学
術
、

技
芸
、
慈
善
そ
の
他
の
公
益
に
関
す
る
別
表
各
号
に
掲

げ
る
種
類
の
事
業
で
あ
っ
て
、
不
特
定
か
つ
多
数
の
者

の
利
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
も
の
）
に
使
用
す
る
も
の

②
社
会
福
祉
法
第
2条

に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
又

は
学
校
教
育
法
第
1条

に
規
定
す
る
学
校
の
運
営
に
直

接
使
用
す
る
も
の
で
事
業
収
入
が
あ
る
も
の
（
福
祉

サ
ー
ビ
ス
、
保
育
所
、
幼
稚
園
な
ど
）
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別
表
2 

対
象
者
と
使
用
目
的
区
分
別
の
減
免
率
の
上
限
基
準
表

 
 
 
 
使
用
目
的

公
用

公
共
用

対
象
者

公
の
事
務
、
事
業
な
ど

の
用
に
供
す
る
も
の

公
園
や
広
場
な
ど
、
広

く
一
般
の
利
用
に
供
す

る
も
の

（
広
場
、
自
治
会
館
な

ど
）

①
「
公
益
目
的
事
業
」
に
使
用
す
る
も
の

A 
学
術
、
技
芸
、
慈
善
そ
の
他
の
公
益
に
関
す
る
別
表
各
号
に
掲

げ
る
種
類
の
事
業
で
あ
っ
て

B 
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
の
利
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
も
の

Aの
例
）
障
が
い
者
の
支
援
、
高
齢
者
の
福
祉
の
増
進
、
公
衆
衛
生

の
向
上
、
事
故
の
防
止
な
ど
を
目
的
と
す
る
事
業

②
社
会
福
祉
法
第
2条

に
規
定
す
る
社
会
福
祉

事
業
又
は
学
校
教
育
法
第
1条

に
規
定
す
る
学

校
の
運
営
に
直
接
使
用
す
る
も
の
で
事
業
収
入

が
あ
る
も
の
（
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
保
育
所
、
幼

稚
園
な
ど
）

国
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体

※
た
だ
し
、
普
通
財
産
の
場
合
、
国
は
対
象
外

法
人
税
法
別
表
第
１
（
公
共
法
人
）
に
掲
げ
る
法
人

（
例
）
国
立
大
学
法
人
、
土
地
区
画
整
理
組
合
な
ど

①
地
縁
に
よ
る
団
体
（
自
治
会
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織
）

②
川
西
市
出
資
法
人
等
の
経
営
へ
の
関
与
を
定
め
る
条
例
第
２
条

で
定
め
る
市
の
出
資
法
人
又
は
川
西
市
の
外
郭
団
体

※
た
だ
し
、
株
式
会
社
を
除
く
。

③
法
人
税
法
別
表
第
２
（
公
益
法
人
等
）
に
掲
げ
る
法
人

※
た
だ
し
、
宗
教
法
人
を
除
く
。

（
例
）
学
校
法
人
、
社
会
福
祉
法
人
な
ど

④
特
定
非
営
利
活
動
法
人
（
NP
O法

人
）

⑤
法
令
で
地
方
公
共
団
体
の
支
援
が
定
め
ら
れ
て
い
る
法
人
な
ど
 

（
例
）
日
本
赤
十
字
社

⑥
そ
の
他
、
法
令
で
設
置
が
規
定
さ
れ
て
い
る
協
議
会
等
や
、
人

格
の
な
い
社
団
等
で
③
に
準
ず
る
活
動
を
行
っ
て
い
る
と
市
長
が

認
め
る
団
体
な
ど

（
例
）
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
、
障
が
い
者
団
体
な
ど

※
負
担
能
力
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
基
準
表
の
減
免
率
を
超
え
て
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
は
、
決
算
書
な
ど
の
収
入
が
な
い
こ
と
が
わ
か
る
資
料
と
意
見
を
付
し
た
も
の
を
公
表
す
る
。

※
「
使
用
目
的
」
の
公
益
事
業
①
の
判
断
は
、
内
閣
府
公
益
認
定
等
委
員
会
「
公
益
認
定
等
に
関
す
る
運
用
に
つ
い
て
（
公
益
認
定
等
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
」
の
公
益
目
的
事
業
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
に
従
っ
て
判
断
す
る
。

※
普
通
財
産
の
貸
付
に
お
い
て
基
準
表
に
当
て
は
ま
ら
ず
無
償
貸
付
又
は
減
額
貸
付
を
行
う
場
合
は
、
地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り
議
会
の
議
決
を
得
る
。

公
益
事
業

公
共
団
体

無
償

（
10
0％

）
無
償

（
10
0％

）
無
償

（
10
0％

）
無
償

（
10
0％

）

公
共
的
団
体

公
益
団
体

無
償

（
10
0％

）
無
償

（
10
0％

）

無
償

（
10
0％

）
無
償

（
10
0％

）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５
０
％
減
免

※
た
だ
し
、
収
益
事
業
を
行
っ
て
い
な
い
団
体
は
７
５
％
減
免

※
障
が
い
者
（
家
族
含
む
）
で
構
成
さ
れ
る
団
体
は
９
０
％
減
免

 
 
 
 
 
 
 
５
０
％
減
免

※
た
だ
し
、
公
募
に
よ
り
誘
致
す
る
に
あ
た
り

経
済
的
支
援
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
5

年
を
基
本
と
し
て
無
償
貸
付
を
可
能
と
す
る
。

※
障
が
い
者
の
自
立
と
社
会
経
済
活
動
へ
の
参

加
を
促
進
す
る
た
め
の
援
助
と
し
て
、
障
害
福

祉
サ
ー
ビ
ス
等
事
業
者
は
９
０
％
減
免
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6．基準の適用
令和 5年 4月 1日以降、使用を開始する物件は、当該基準に基づいて減免率を設定する。
ただし、令和 4年度から継続して貸付け（許可）中のものは調整期間として、令和 7年度末まで

は現状維持とする。
また、契約などで令和 8年度以降も無償貸付等を行う規定がある場合は、その期間は現在の貸付

料を継続する。
その他、無償貸付等の期間について相手方と協議が必要な場合は、当初貸付開始日から建物など

の耐用年数期間を参考にして協議を行う。

7．公有財産を活用して民間事業者等を公募により誘致する場合
公有財産を活用して、福祉サービス事業所等を公募により誘致するにあたり、経済的支援を行う

必要がある場合は、5年を基本として、無償貸付等を可能とする。
例外として、無償貸付等の期間の延長を可能とする場合は、当初公募等の条件提示の際に、無償

貸付等を延長することができる条件を明示しなければならない。

8．行政財産使用料徴収条例第 5 条第 1 項第 3 号を適用する場合
行政財産使用料徴収条例第 5条第 1項第 3号の「その他市長が特別の理由があると認めるとき。」

を適用するものは、基準表を参考に真に減免の必要性がある理由を明確にし、原則として市長が判
断する。

9．減免状況の公表
減免を実施したものは、透明性を確保するために減免状況を公表する。


